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令和６年度 第６回行政会議 会議録 

日 時 令和６年９月２日（月）午前 10時～ 

場 所 行政会議室 

出 席 者 別添「令和６年度第６回行政会議名簿」のとおり 

 

挨 拶 瀬野市長 

内 容 

先週からの台風 10号については、市内で大きな被害はなかったが、

これから台風シーズンを迎える。今後も対応に留意すること。 
 
本日の案件は、９月市議会定例会への提出議案が中心。 

８月 26 日の８月市議会臨時会では、百条委員会に係る決議案が可

決された。９月定例会後は決算特別委員会も控えている。いずれも万

全の準備を進め、対応すること。 

 

【９月市議会定例会 提出予定案件】 

＜認定＞ 

案 件 令和５年度守口市一般会計歳入歳出決算の認定等について 

説 明 者 今城会計管理者兼会計室長 

提出資料 有 

内 容 

 ９月定例会に提出する各会計の決算見込額は、資料のとおり。 

各会計の実質収支額は、一般会計が９億 3,597万５千円。特別会計

は、国民健康保険事業が３億 423 万６千円、後期高齢者医療事業が

7,940 万４千円、介護保険事業及び公共用地先行取得事業が０円で、

合計 13億 1,961万５千円の黒字。 

 

案 件 令和５年度守口市下水道事業会計決算の認定について 

説 明 者 宇都宮環境下水道部長 

提出資料 有 

内 容 

決算見込額は、資料のとおり。 

収益的収入及び支出に係る当年度純利益は４億 9,126万 5,435円。 

資本的収入及び支出は、収入額が支出額に不足する額 13 億 880 万

1,977 円を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工

事資金、過年度分損益勘定留保資金等により補填。 

 

案 件 令和５年度守口市水道事業会計決算の認定について 

説 明 者 小浜水道事業管理者 

提出資料 有 

内 容 決算見込額は、資料のとおり。 
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収益的収入及び支出に係る当年度純利益は３億 5,076万 7,973円。 

資本的収入及び支出は、収入額が支出額に不足する額９億 1,430万

3,238 円を当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額により補填。 

 

＜条例＞ 

案 件 守口市市税条例の一部を改正する条例案について 

説 明 者 上甲総務部長 

提出資料 有 

内 容 

私立学校法等の改正に伴い、以下の３点を一部改正するもの。 

１点目、法改正に伴う条ずれの規定整備。 

２点目、法改正に伴い関係規定を削除。「非課税として課税する」 

という規定が削除され、今後は寄附行為となる。 

３点目、その他規定整備。 

施行期日は、それぞれ資料に記載のとおり。 

 

案 件 
特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例案について 

説 明 者 西尾健康福祉部長 

提出資料 有 

内 容 

くすのき広域連合が令和５年度末に解散したことに伴い、介護認定

審査会も本市が運営。現在は１日につき 30 件を基準に介護認定判定

業務を実施しているが、今後は 35 件を基準に実施する予定とするこ

とから、一部改正するもの。 

改正内容について、報酬日額を資料に記載のとおりとする。なお、

報酬額は、旧くすのき広域連合時代の規定を参考に定める。 

施行期日は、令和６年 10月１日。 

質 疑 等 

（小浜水道事業管理者） 

介護認定判定業務の基準を増やすのはなぜか。 

（西尾健康福祉部長） 

本市は旧くすのき広域連合時代から認定申請件数が多いため、所定

の期間内において速やかに認定を行うことを目的に増やすもの。 

（小浜水道事業管理者） 

条例改正を行う趣旨をしっかりと説明できるようにしておくべき。 

 

案 件 守口市国民健康保険条例の一部を改正する条例案について 

説 明 者 西尾健康福祉部長 

提出資料 有 

内 容  国からの通達により、急患等として保険医療機関等を受診した被保
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険者に係る保険料の納付について、最長１年間、徴収を猶予すること

ができる取扱いが示されたこと及び令和６年 12 月２日から被保険者

証が廃止されることに伴い、所要の改正を行うとともに、その他規定

整備を行うため、一部改正するもの。 

施行期日は令和６年 12 月２日とし、経過措置は資料に記載のとお

り。 

 

案 件 
守口市手数料条例及び守口市建築基準法施行条例の一部を改正する

条例案について 

説 明 者 長田理事兼都市整備部長事務取扱兼学校施設整備監 

提出資料 有 

内 容 

地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律において、建築基準法が一部改正されるこ

とに伴い、引用条文の項ずれに伴う規定整備を行うもの。 

 

案 件 守口市立中学校等給食実施方針検討委員会条例案について 

説 明 者 水川教育監兼教育部長 

提出資料 有 

内 容 

平成 24年９月に策定した「守口市中学校給食実施方針」に基づき、

民間調理場を活用したデリバリー方式により、選択制で中学校給食を

実施してきた。今般、全員喫食制による実施等を目指し、新たな「守

口市立中学校等給食実施方針」の策定に向け、学識経験者等から構成

する附属機関を設置するため、条例を制定するもの。 

 施行期日は公布の日、失効期日は令和７年３月 31日とする。 

 

＜協議＞ 

案 件 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について 

説 明 者 西尾健康福祉部長 

提出資料 有 

内 容 

法改正により、現行の被保険者証及び被保険者資格証明書は施行期

日以降発行せず、新たに資格確認書等を交付することとなったことに

伴い、所要の変更を行うほか、その他文言整理を行うもの。 

規約の変更にあたっては、地方自治法に基づき関係地方公共団体で

協議を行うこととなり、協議に際しては、各議会の議決を経る必要が

あることから、議案を提出。 

施行期日は、令和６年 12月２日。 

 

案 件 
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪

広域水道企業団規約の一部変更に関する協議について 
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説 明 者 小浜水道事業管理者 

提出資料 有 

内 容 

令和７年４月の大阪広域水道企業団と大阪府内５市との水道事業

統合にあたり、規約を一部変更する必要が生じたことから、地方自治

法に基づき協議を行うため、議案を提出するもの。 

質 疑 等 

（瀬野市長） 

当初は東大阪市も予定されていたが、市議会で否決されたため、改

めて５市を追加するものと認識。東大阪市の見通しはどうか。 

（小浜水道事業管理者） 

当面の間は凍結と聞いている。 

 

＜剰余金の処分＞ 

案 件 令和５年度守口市下水道事業剰余金の処分について 

説 明 者 宇都宮環境下水道部長 

提出資料 有 

内 容 
未処分利益剰余金 60 億 296 万 9,127 円のうち、４億 600 万円を減

債積立金に積み立てるもの。 

 

＜補正予算＞ 

案 件 令和６年度守口市一般会計補正予算（第４号） 

説 明 者 尾崎企画財政部長 

提出資料 有 

内 容 

「１ 歳入歳出予算の補正」については、次のとおり。 

・ 「ごみ処理事業」は、四條畷市内にある本市の旧最終処分場にお

ける落石を受け、対策について種々検討した結果、防護柵等を設置

することとし、設置場所として必要である隣接地の一部を購入す

るため、不動産鑑定評価業務委託に係る経費を追加するもの。 

・ 「守口市立中学校等給食実施方針検討事業」は、「守口市立中学校

等給食実施方針」を策定するため、検討委員会に係る委員報酬及び

中学校給食実施方式別概算事業費検討業務委託に係る経費を追加

するもの。 

歳出予算の補正額は、全体で 370万３千円。財源の内訳は全額一般

財源とし、財政調整基金からの繰入により措置。 

本補正により、歳入歳出予算にそれぞれ 370万３千円を追加し、予

算総額を 757億 7,141万円とする。 

 

【報告】 

報 告 880万人訓練について 

説 明 者 高橋危機管理監 
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提出資料 有 

内 容 

９月３日 14 時 30 分に、市内 66 か所に設置している同報系防災行

政無線から大阪 880万人訓練のアナウンスを実施。15時に南海トラフ

巨大地震が発生したと想定し、15時３分に大阪府から大津波警報の発

表、15時５分に本市から火災発生に関する緊急速報メール及びエリア

メールを発信。 

合わせて、庁舎内で庁内放送を実施し、火災通報訓練、消火訓練及

び避難訓練を行う。 

 

報 告 内部系業務システムの再構築について 

説 明 者 尾崎企画財政部長 

提出資料 有 

内 容 

 内部系業務システムの再構築については、これまでから庁内掲示板

等により周知を行ってきたが、データ等の移行期限が近づいているた

め、各部局長から改めて周知をお願いする。移行期限以降は、旧シス

テムは使用できなくなるため、必ず期限までに移行作業を完了してい

ただきたい。 

質 疑 等 

（瀬野市長） 

電子決裁も、新システムが稼働する９月 17日から稼働するのか。 

（上甲総務部長） 

稼働予定。 

（尾崎企画財政部長） 

 これまでから庁内説明会も実施しているが、稼働当初は多少の混乱

が生じる可能性もあるため、しっかりと連携していく。 

 

報 告 第４次守口市男女共同参画推進計画の策定について 

説 明 者 増田市民生活部長 

提出資料 有 

内 容 

令和８年度を始期とする第４次男女共同参画推進計画の策定作業

を今年度から開始。計画期間及び包含する計画は資料に記載のとお

り。第６次守口市総合基本計画後期基本計画（案)とも整合性を図り、

男女共同参画の要素を反映したい。 

今年度は審議会を４回程度開催し、調査の項目審議や評価等を行う

予定。関係部局には、意識等調査の内容について近日中に照会。令和

７年１月頃に研修を行い、基本目標や基本方針に基づく具体的な施策

内容(案)の作成をお願いする。 

質 疑 等 

（須田副市長） 

本計画は、資料中「２ 包含する計画」にある３つの計画を一本化し

た計画という位置付けか。 
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（増田市民生活部長） 

お見込みのとおり。 

（須田副市長） 

各部局とも影響する計画であり、全庁的な検討の下、策定作業を進

めること。 

 

報 告 こども家庭センターの設置について 

説 明 者 西川こども部次長兼こども施設課長事務取扱 

提出資料 有 

内 容 

児童福祉法改正に伴い、子育て世代包括支援センターを見直し、10

月１日から市民保健センターに「こども家庭センター」を設置。愛称

の「あえる」は、引き続き使用。 

全ての妊産婦や子育て世代に対する包括的な支援を実施するため、

これまで健康推進課が所掌していた母子保健に関する業務をこども

家庭センターで実施する。 

場所は、保健センター３階の西側フロアとし、母子健康手帳も保健

センターで交付。家庭児童相談も保健センターとなるが、虐待等の対

応は各部局との連携が重要であるため、引き続きこども家庭センター

に連絡していただきたい。 

移転作業は９月 28日（土）。なお、９月 30日（月）は母子手帳の交

付等のため、本庁舎で窓口対応を行う。 

移転に際して、本庁舎内の地域子育て支援拠点「もりランド」は廃

止するが、子育て支援講座等はコミュニティセンター等を活用し、引

き続き実施予定。 

電話番号は、現在の番号から変更なし。 

質 疑 等 

（須田副市長） 

移転後も包括的支援を強化し、市民サービスの更なる向上を図ると

ともに、関係部局との連携も引き続き円滑に実施すること。 

 

報 告 ＯＳＡＫＡごみゼロプロジェクトの周知について 

説 明 者 宇都宮環境下水道部長 

提出資料 有 

内 容 

大阪府が実施する「ＯＳＡＫＡごみゼロプロジェクト」の推進に向

け、府からプロジェクトの周知や清掃活動の登録等について依頼があ

ったことから、各部局の関係団体に対して周知等をお願いする。府の

プロジェクト内容は、資料に記載のとおり。 

質 疑 等 

（須田副市長） 

大阪府は本プロジェクトに力を入れており、本市も積極的に周知し

ていきたい。普段から清掃活動を行われている町会や公園の清掃ボラ
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ンティア等の団体をはじめ、包括連携協定の締結に積極的な民間企業

では、社会貢献の一環として清掃活動を行われている場合もあること

から周知してほしい。また、商工会議所にも情報提供してほしい。 

（尾崎企画財政部長） 

市として動くべきことは、具体的に何があるか。 

（宇都宮環境下水道部長） 

各団体や企業等に本プロジェクトを周知し、団体等の活動の登録を

促していきたい。まずは、現状の活動をそのまま登録していただくこ

とで、本プロジェクトへの参加に繋がる。 

（小浜水道事業管理者） 

市域内で活動する団体が対象か。 

（宇都宮環境下水道部長） 

プロジェクト全体としては、府内全体での活動が対象であるが、本

市としては、市内で活動している団体に周知を行いたい。 

（増田市民生活部長） 

登録は個人でも可能か。 

（宇都宮環境下水道部長） 

個人でも可能。 

（尾崎企画財政部長） 

関係団体や企業等に周知を行うとして、どのようなスタンスで周知

していくのか、全庁的な方向性を示していただきたい。 

（宇都宮環境下水道部長） 

整理してお示しする。 

 

【その他】 

そ の 他 ― 

説 明 者 瀬野市長 

提出資料 無 

内 容 

 市の施策方針に係る意思決定を行う段階でのレクにおいて、関係部

局間の事前の議論が十分に行われておらず、最終的な方針案が定まっ

ていない場合がある。特に、費用面での課題についての企画財政部と

の議論等、さまざま課題について関係部局と事前に十分議論した上

で、議論の内容も踏まえた方針案として市長、副市長にレクを行い、

最終的な意思決定を行う過程を徹底すること。 

さまざまな施策を前に進めたい思いはあるが、財政的な課題等、将

来の負担も踏まえ慎重に検討すべき事項は、組織として適切に判断で

きるようしっかりと議論し、判断材料を提示すること。 

 


